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令和６年第１０回 

北竜町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和６年１０月２５日(金) 午後4時03分から午後 4時 18分 

 

２．開催場所  すこやかセンター2階 会議室 

 

３．出席委員（ １０人） 

１０番 善岡 浩樹（会 長）  ７番 松田  力（会長代理） 

１番 永井  稔   ２番 高田 秋光   ３番 山外 明人 

４番 植松 春雄   ５番 川島 史伸   ６番 澤田 正人 

８番 川瀨  崇   ９番 藤崎 正雄  

 

４．欠席委員（  ０人） 

    

       

５．議事日程 

第 １ 会議録署名委員の選出   植松 春雄  川島 史伸 

第 ２ 会議書記の指名      長谷局長、滝上推進員、清水野主事 

第 ３ 農政報告                参 与 續木課長 

第 ４ 会務報告                事務局 長谷局長 

第 ５ 議事参与の制限           なし 

第 ６  報告第 17号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

第 ７  報告第 18号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

第 ８  報告第 19号 農用地利用集積計画の変更について 

第 ９  議案第 22号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条 

           の規定により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条の 

             規定による農用地利用集積計画の決定について 

 

６．農業委員会事務局職員 

    長谷育男事務局長・滝上和昭農地推進員・清水野梨希主事 

 

７．参与   

    續木敬子産業課長   
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事務局長(長谷)  

 

 

 

 

 

会 長（善岡） 

 

 

 

 

 

議 長（会長) 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

参与（續木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

みなさんお疲れ様です。 

只今から令和６年第１０回農業委員会を開催いたします。 

本日は、全委員の出席をいただいております。 

それでは、善岡会長よりご挨拶を頂き、議事の進行をお願いいたします。 

 

 

 大変ご苦労様です。秋の収穫作業も大分順調に進みまして、大豆類を 

残す程度となりました。今後は白大豆が終わり黒大豆の収穫が始まる 

と聞いておりますので、今後も事故の無いよう十分注意されて農作業 

に従事して頂きたいと思います。 

 

 

 それでは、令和６年 第１０回農業委員会総会を開催致します。 

  

 

 日程第1 会議録 署名委員の選出について 

 植松委員・川島委員にお願い致します。 

 

 

日程第 2 会議書記の指名について 

会議書記には、長谷事務局長 滝上農地推進員 清水野主事 を配置 

いたします。 

 

 

日程第 3 農政報告 續木産業課長お願いします。 

 

 

 みなさんお疲れ様です。１０月の農政報告をさせていただきます。 

始めに鳥獣被害対策の電牧柵についてでありますが、町内の電牧柵に 

つきましては、大変老朽化が進行しております。また、通い耕作が増 

えたことによる維持管理の難しさが問題となっていることを確認した 

ところであります。改めて今後の運用等について検討して参ります 

のでよろしくお願いいたします。次に「ひまわりの里」についてであ 

りますが、現在来年度事業の実施に向けて関係団体との協議を重ねて 

いるところであります。みなさんにも順次報告をして参りたいと考え 

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

以上、農政報告と致します。 

 

 

日程第 4 農業委員会会務報告をお願いします。 
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事務局長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会務報告 4ページをお開き下さい。 

９月２６日の総会以降の会務報告はございません。 

以上です。 

 

 

日程第 5 議事参与の制限について 

議事参与の制限はありません。 

  

それではこれより、報告３件、議案１件の審議に入ります。 

 

 

日程第 6 報告第１７号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求 

の進達について、日程第７ 報告第１８号 農業者年金（新制度・ 

老齢年金）裁定請求の進達について、関連がありますので、一括で 

事務局より説明願います。 

 

 

5ページをご覧下さい。 

報告第１７号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進達に 

ついて 

  

平成１３年改正農業者年金基金法附則第８条第１項の規定により読み

替えられて、なおその効力を有する者とされた旧法施行規則第２６条の

規定に基づき、別紙の者に係る旧老齢者年金裁定請求書を進達したので

報告する。 

  

令和６年１０月２５日提出 

  

次のページをお開き下さい。 

老齢年金 番号 ８４ 

 記載の方から農業者老齢年金裁定請求書を受理し、農業者年金基金へ 

提出いたしましたのでご報告いたします。 

 受給権者の住所、生年月日、農業者年金基金への提出年月日、 

年金の加入期間等については記載のとおりです。説明は以上です。 

  

７ページをご覧下さい。 

報告第１８号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の進達に 

ついて 

 

独立行政法人農業者年金基金法施行規則第１４条の規定に基づき、別紙

の者に係わる農業者老齢年金裁定請求書を進達したので報告する。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

令和６年１０月２５日提出 

 

次のページをお開き下さい。 

老齢年金 番号 １５２ 

 記載の方から農業者老齢年金裁定請求書を受理し、農業者年金基金へ 

提出いたしましたのでご報告いたします。 

 受給権者の住所、生年月日、農業者年金基金への提出年月日、 

年金の加入期間等については記載のとおりです。説明は以上です。 

 

  

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

  

  

日程第 8 報告第１９号 農用地利用集積計画の変更について、事務局

より説明願います。 

 

9ページをご覧下さい。 

報告第１９号 農用地利用集積計画の変更について 

  

別紙の農用地利用集積計画について双方協議の結果、変更したので報告

する。 

  

令和６年１０月２５日提出 

  

次のページをお開き下さい。 

 

令和６年４月総会の農用地利用集積計画の議案にて、有限会社田から 

ものと橋本邦子さんの相続人橋本剛さんとの賃貸借に係る計画を 

承認しておりますが、その後、畑一筆に面積の錯誤があったため、 

貸付料が変更となりました。 

 

以上で説明を終わります。 

  

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑等なし】 
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議  長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

次に日程第９ 議案第 22 号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正

する法律附則第５条の規定により改正前の農業経営基盤強化促進法第

１８条の規定による農地利用集積計画の決定について、事務局より説明

願います。 

 

 

１１ページをご覧下さい。 

議案第 22 号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第

５条の規定により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に

よる農地利用集積計画の決定について 

 

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条の規定に

より改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により、北竜町か

ら決定を求められた、別紙の農用地利用集積計画について議決を求め

る。 

 

令和６年１０月２５日提出 

 

次のページをお開き下さい。 

番号 ６－売－２０ 

所有権の移転を受ける者 札幌市 北海道農業公社 

所有権の移転をする者  和 高石 和彦 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和６年１０月２８日です。 

対価の支払期限は、令和６年１２月１３日です。 

売買価格は、20,396,000円です。 

土地の所在は、和41番地 2 外１６筆、 

田が１７筆で 面積は80,024.00㎡となっております。 

資料の１ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号６－売－２０承認される方は、挙手願います。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号６－売－２０について承認いたします。 

次に番号６－賃－３２事務局より説明願います。 

 

 

１３ページをご覧下さい。 

番号 ６－賃－３２ 

利用権の設定を受ける者 美葉牛 有限会社 竹下村塾 

利用権の設定をする者  美葉牛 滝山 公宏 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

期間は、令和６年１０月２８日から令和１６年１２月３１日です。 

貸付料は、1,600円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、美葉牛 76番地5 外３筆 

畑が４筆で 面積 813㎡です。 

資料の２ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

  

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

  

  

採決いたします。 

６－賃－３２、承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

 日程第９ 議案第２２号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正 

する法律附則第５条の規定により改正前の農業経営基盤強化促進法 

第１８条の規定による農地利用集積計画の決定ついては全て承認と 

いたします。 

  

以上で、第１０回農業委員会総会を終了致します。 
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議  長                           

 

 

４番委員                           

 

 

５番委員                           


